
減免を受けることができる中古自動車販売業者

□古物営業法第３条の規定による古物の営業の許可を受けていること。
（旧古物営業法第３条（令和２年４月１日改正前）の規定により古物営業の許可を受けた場合は、
　令和２年３月３１日までに「主たる営業所等届出書」を管轄の警察署に届出していること）

□

□

□申請名義人が所有する自動車の車検切れ等による申立てを納期限までに完了していること。

□税に関して処分を受けた者については、一定の期間が経過していること。

減免の対象となる中古自動車

□

□一般財団法人日本自動車査定協会において商品中古自動車であることが証明されていること。

減免の額 対象となる自動車の自動車税種別割の税額（年額）の１２分の３に相当する額が減免されます。

ただし、４月、５月に登録を抹消した場合は、抹消した月までの月割額となります。

減免の方法 納期限までに年税額を納付してください。

減免申請の承認後、上記の減免額を還付します（８月末を予定しています。）。

申請名義人が所有するすべての自動車（減免対象車以外も含む。）の令和５年度自動車税種別
割を納期限（令和５年５月３１日）までに完納していること。

４月１日午前零時現在、中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ展示している自動車で、
申請者名義（所有者・使用者とも）で道路運送車両法に基づく登録をしていること。

（該当しない自動車）
・修理等のため展示できない自動車
・道路運送車両法第７条による新規登録車（中古新規を含む。）及び軽自動車、社用車、営業
車、代車及び有償貸渡し許可車（レンタカー）等

商品中古自動車の減免申請について
令 和 ５ 年 ３ 月
奈良県自動車税事務所

  ４月１日現在で中古自動車販売業者が商品として所有・展示している自動車のうち、次の要件に該当
する場合は、自動車税種別割の減免を受けることができます。
　自動車税種別割の減免を受けようとされる方は、以下の点を十分ご確認のうえ、減免申請の手続きを
行ってください。

申請名義人が所有するすべての自動車（減免対象車以外も含む。）の自動車税・自動車税種別
割及びこれにかかる延滞金に滞納がないこと。

◎ 商品中古自動車の減免申請には、査定協会の商品中古自動車であることの証明が必要です。

査定協会への証明申請は４月２８日（金）までです。
詳しくは裏面をご覧ください。

★期限後の証明申請は受付できません。

減免の要件

減免の内容



車検証の電子化に伴う査定協会への証明申請についてご注意ください。
令和5年1月4日より、車検証が電子化されます。
申請書類として商品中古自動車証明申請書、古物商許可証の写し、車検証（電子車検証の場合は
自動車検査証記録事項）の写しをご提出ください。(電子車検証の写しは不可）

※令和５年度の自動車税種別割の納税通知書は、４月２７日付けで郵送します。
　お手元に届かない場合は、奈良県自動車税事務所自動車税第一課までご連絡ください。

　　・新規登録車は対象となりません。
　　・自社（自己）で使用する車、試乗車、代車、リース車等は対象となりません。

★商品中古自動車の減免を受ける方は、まず査定協会で商品中古
　自動車証明申請をしてください。

★申請者が所有している全ての自動車（減免対象車以外も含む）の
　自動車税種別割を納付していただく必要があります。
　　・令和４年度までの自動車税・自動車税種別割（延滞金も含む）について滞納がある場合は、申請された
　　　全ての自動車税種別割が減免されません。

　　・令和５年度の自動車税種別割が納期限（令和５年５月３１日）までに納付されていない場合、
　　　申請された全ての自動車税種別割が減免されません。

★商品として展示している中古車が対象となる制度です。

申請の流れ

ご注意
ください

●商品中古自動車証明申請については

一般財団法人日本自動車査定協会 奈良県支所 （業務時間 ９：００～１７：００）

大和郡山市額田部北町９８１－８ 電話：０７４３－２３－００５０

●自動車税種別割減免申請については

奈良県自動車税事務所 （業務時間 ８：３０～１７：１５）

自動車税第一課 大和郡山市満願寺町６０－１ TEL ０７４３－５１－００８１

① 一般財団法人 日本自動車査定協会 奈良県支所で商品中古自動車であることの証明を受
ける。

証明申請期間 令和５年４月３日（月）～４月２８日（金）

※証明に必要な書類等につきましては、査定協会奈良県支所へお問い合わせください。

② ①により証明を受けた自動車税種別割減免申請書を奈良県自動車税事務所へ提出する。

減免申請受付期間 令和５年５月８日（月）～５月３１日（水）

問合せ先


